
・　がん治療連携指導料

当病院は、保険医療機関、生活保護法及び
労災保険の指定医療機関です。

　Ⅰ東北厚生局長への届出事項（保険負担に関する事項）

　当院は、診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養及び
　入院時生活療養費に係る療養の費用の額の算定に関する基準に基づき、
　東北厚生局長に下記の届出を行っております。

基本診療に係る施設基準

・　機能強化加算 ・　感染対策向上加算２

・　地域包括ケア病棟入院料１ ・　データ提出加算２

・　療養病棟入院基本科１ ・　入退院支援加算１

・　療養病棟療養環境加算１ ・　認知症ケア加算３

・　診療録管理体制加算３ ・　協力対象施設入所者入院加算

・　医師事務作業補助体制加算１ ・　情報通信機器を用いた診療

・　患者サポート体制充実加算 ・　医療DX推進体制整備加算

・　医療安全対策加算２

特掲診療に係る施設基準

・　がん性疼痛緩和指導管理料 ・　ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

・　夜間休日救急搬送医学管理料の注３に
　　規定する救急搬送看護体制加算２

・　時間内歩行試験及び
　　シャトルウォーキングテスト

・　検体検査管理加算Ⅱ ・　小児食物アレルギー負荷検査

・　CT撮影及びＭＲＩ撮影

・　別添１の「第14の2」の1の(3)に規
　　定する在宅療養支援病院

・　脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ

・　在宅時医学総合管理料・施設入居時等
　　医学総合管理料

・　廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ

・　地域包括診療料２ ・　運動器リハビリテーション料Ⅱ

・　検査・画像情報提供加算及び電子的診
　　療情報評価料

・　呼吸器リハビリテーション料Ⅰ

・　薬剤管理指導料 ・　外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
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・　介護保険施設等連携往診加算 ・　入院ベースアップ評価料３８

食事療養費に係る施設基準

・　入院時食事療養Ⅰ（一般） ・　入院時生活療養Ⅰ（療養）
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